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松本市教育委員会 



平成３１年度第１回定例松本市教育委員会付議案件 

 

［議案］ 

第１号   松本市社会教育委員の委嘱について 

第２号   学都松本子ども読書活動推進委員会設置について 

 

［報告］ 

第１号   平成３１年度の学級編制等について 

第２号   「いじめ・体罰等の実態調査」【２・３月分】の結果について 

第３号   姉妹都市スイス・グリンデルワルト村中学生ホームステイ受入事

業について 

第４号   台湾高雄市龍華国民中学校と松本市立旭町中学校の交流事業につ

いて 

第５号   図書館資料特別整理期間の設定について 

第６号   松本市文化財保護事業補助金交付要綱の一部改正について 

第７号   史跡松本城整備研究会委員等の委嘱について 

第８号   平成３０年度企画展の開催結果について 

第９号   平成３０年度の収蔵作品について 

第１０号  平成３０年度子どもの権利相談室「こころの鈴」の実績について 

 

［周知］ 

１    第２０回松本手まり時計まつりの開催について 

２    平成３１年度美術館年間スケジュールについて 

３    ユニマットコレクション フランス近代絵画と珠玉のラリック展 

     ―やすらぎの美を求めて― の開催について 

４    平成３１年度「博物館パスポート」の配布について 

 

［その他］ 



 

 

議案第 １ 号 

 

松本市社会教育委員の委嘱について 

 

１ 趣旨 

  学校教育関係者として委嘱していた社会教育委員の辞職に伴い、補欠委員の委嘱を

行うことについて協議するものです。 

２ 退任者 

  保坂 美代子 松本美須々ケ丘高等学校 校長 

３ 委嘱予定者 

  北村 桂一  松本蟻ケ崎高等学校 校長 

４ 任期 

  松本市社会教育委員条例第４条に基づき、補欠委員については、委嘱の日から残任 

期間の令和元年（２０１９年）９月３０日までとします。 

  ※５月１７日開催の第２回社会教育委員会議にて委嘱予定 

５ 根拠法令等（抜粋） 

 ⑴ 社会教育法 

   第１５条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

   ２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

 ⑵ 松本市社会教育委員条例 

   第３条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

     ⑴ 学校教育関係者 

     ⑵ 社会教育関係者 

     ⑶ 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

     ⑷ 学識経験者 

     ⑸ 公募による市民 

     ⑹ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委 

   員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

 

教育委員会資料 

３１．４．２５ 

教育政策課 

担当 教育政策課 

課長 小林 伸一 

電話 ３３－３９８０ 

「学都松本」 

 
一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



区分 氏名 性別
選出団体等
及び役職

1 太田
オ オ タ

　武志
タ ケ シ

男
松本市校長会
（市立筑摩小学校　校長）

委嘱
予定者 2 北村

キタムラ

　桂一
ケイイチ

男
中信地区高等学校校長会
（松本蟻ケ崎高等学校　校長）

3 白木
シ ラ キ

　好雄
ヨ シ オ

男 前町内公民館長会会長

4 西口
ニシグチ

　恵利子
エ リ コ

女 庄内地区公民館　図書・視聴覚委員

5 古市
フルイチ

　昭太郎
ショウタロウ

男 前北部公民館長

6 原
ハラ

　勝美
カ ツ ミ

男 今井地区文化財調査委員長

7 渡辺
ワタナベ

　はる美
ミ

女 松本市青少年補導委員協議会

8 島田
シ マ ダ

　貴美子
キ ミ コ

女 松本市女性団体連絡協議会

9 小岩井
コ イ ワ イ

　里美
サ ト ミ

男 松本市子ども会育成連合会

10 吉澤
ヨシザワ

　由紀子
ユ キ コ

女 松本市ＰＴＡ連合会

学識
経験者

11 中島
ナカジマ

　節子
セ ツ コ

女 松本大学

12 坂井
サ カ イ

田
ダ

　金一
キンイチ

男 公募

13 スミス　真弓
マ ユ ミ

女 公募

14 小林
コバヤシ

　順子
ジュンコ

女 公募

15 藤森
フジモリ

　保治
ヤスハル

男 公募

松本市社会教育委員名簿（案）

公募委員

学校教育
関係者

社会教育
関係者

家庭教育
関係者

　　（任期　平成２９年１０月１日～令和元年（２０１９年）９月３０日）



 

 

議案第 ２ 号 

 

学都松本子ども読書活動推進委員会設置について 

 

１ 趣旨 

 子どもの読書活動を推進するため、第２次学都松本子ども読書活動推進計画に基づき

「学都松本子ども読書活動推進委員会」を設置するものです。 

 

２ 設置目的 

 学都松本子ども読書活動推進計画の検証・評価を行うとともに、子どもの読書活動に

関する各種情報を共有し、相互連携を強め、横断的な取組みを行うため。 

 

３ 要綱（案） 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和元年５月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

３１．４．２５ 

中 央 図 書 館 

 担当 中央図書館 

 課長 瀧澤 裕子 

 電話 32 – 0099 

「学都松本」 

 一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



松本市告示   号 

 学都松本子ども読書活動推進委員会設置要綱を次のように定める。 
  平成  年  月  日 
 

学都松本子ども読書活動推進委員会設置要綱 
 
 (目的) 
第１条 この要綱は、学都松本子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）の効
果的な実施及び継続的な推進を行うため、学都松本子ども読書活動推進委員会（以下「委
員会」という。）を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
 (所掌事項) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 
(1) 推進計画の評価、検証に関すること。 
(2) 子どもの読書活動の推進に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 
 
 (組織等) 
第３条 委員会は、委員 10人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 
(1) 学校教育及び社会教育関係者 
(2) 子ども読書活動を推進する者 
(3) 有識者 

(4) 公募による市民 
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

 
 (任期) 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年間とし、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任
者の残任期間とする。 

 
 (委員長及び副委員長) 
第５条 委員会に委員長 1人及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
 
 (会議) 
第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 
 
 (作業部会) 
第７条 委員会は、子どもの読書活動を推進するため、必要に応じて作業部会を置くこと
ができる。 

 
 (庶務) 
第８条 委員会の庶務は、教育委員会中央図書館において処理する。 
 
 (補則) 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が
別に定める。 

 
 

附 則 
この訓令は、令和元年５月１日から施行する。 



 

 

報告第 １ 号 

 

平成３１年度の学級編制等について 

 

１ 趣旨 

市立小中学校の今年度の学級編制の内容等について報告するものです。 

 

２ 学級編制について 

市立学校の設置数は、小学校２８校で分校２校(あさひ分校、美ヶ原分校)及び分

室１室（松原分室）、中学校１９校で分校３校（桐分校、あさひ分校、松原分校）

となっています。 

学級編制状況の詳細は別紙１のとおりです。 

⑴ 児童生徒数及び学級数（別紙１参照） 

区 分 平成３０年度 平成３１年度 増 減 

小学校 
児童数 (人) １２，５００ １２，３４５ △１５５ 

学級数 (ｸﾗｽ) ５１９ ５２１ ２ 

中学校 
生徒数 (人) ５，８５７ ５，８３３ △２４ 

学級数 (ｸﾗｽ) ２３９ ２４３ ４ 

⑵ 県基準と国基準との比較 

ア 国基準 

「公立義務諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」第３条第

２項により、小・中学校ともに１学級４０人、小学１年生のみ３５人と定めら

れています。 

イ 県基準 

県は独自に、国を上回る基準を定めており、平成１８年度から小学６年生ま

でを３５人、平成２５年度から中学３年生まで拡大し、全ての学年を１学級 

３５人としました。 

ウ 比較 

国基準で学級編成をした場合と比べると、小学校では３８学級、中学校では

２７学級多い状態となっています。内訳は次のとおりです。 

（単位：クラス数） 

学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

小学校  ５ ８ ８ ８ ９ ３８ 

中学校 １０ ７ １０    ２７ 

 

 

 

 

教育委員会資料 

３１．４．２５ 

学校指導課 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

担当 学校指導課 

課長 髙野 毅 

電話 ３３－４３９７ 



4月4日現在 現在2019/5/17

平成３１年度  学　級　編　成
 　１　年  　２　年  　３　年 　 ４　年  　５　年 　 ６　年 通常学級　計  知的障害  情緒障害  病 虚 弱  難  聴 他

　学 児 　学 児 　学 児 学 　児 学 　児 学 　児 学 　児 学 　児 学 　児 学 児 学 児 学 児 学 児 学 児 学 　児
学校名 童 童 童 　童 　童 　童 　童 　童 　童 童 童 童 童 童 　童

　級 生 　級 生 　級 生 級 　生 級 　生 級 　生 級 　生 級 　生 級 　生 級 生 級 生 級 生 級 生 級 生 級 　生
徒 徒 徒 　徒 　徒 　徒 　徒 　徒 　徒 徒 徒 徒 徒 徒 　徒

　数 数 　数 数 　数 数 数 　数 数 　数 数 　数 数 　数 数 　数 数 　数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 　数
総　計 519 12,500 521 12,345 2 -155  67 1,872 67 1,947 70 1,872 69 1,979 73 2,041 71 2,025 417 11,736  40 226 62 379 1 3 1 1 104 609

1 開　智 24 624 23 620 -1 -4 3 99 3 97 3 91 4 107 3 99 4 106 20 599 1 8 2 13 0 0 0 0 3 21   
2 源　池 16 280 16 277 0 -3 2 44 2 38 2 36 2 42 2 45 2 53 12 258 1 7 2 11 0 0 1 1 4 19   
3 筑　摩 16 387 16 375 0 -12 2 49 2 57 2 58 2 65 3 75 2 58 13 362 1 3 2 10 0 0 0 0 3 13   
4 旭　町 18 394 18 390 0 -4 2 49 2 60 2 52 2 67 2 65 2 61 12 354 2 11 3 22 1 3 0 0 6 36

小 5 田　川 14 293 17 308 3 15 2 44 2 52 2 39 2 44 2 48 2 55 12 282 2 9 3 17 0 0 0 0 5 26   
6 鎌　田 34 927 34 899 0 -28 4 129 5 150 5 142 5 163 4 133 5 144 28 861 2 11 4 27 0 0 0 0 6 38   
7 清　水 21 572 22 576 1 4 3 100 3 99 3 84 3 84 3 104 3 85 18 556 2 10 2 10 0 0 0 0 4 20   
8 島　内 25 700 26 739 1 39 4 131 5 151 4 117 4 114 3 106 3 102 23 721 1 6 2 12 0 0 0 0 3 18   
9 中　山 8 112 8 107 0 -5 1 12 1 19 1 16 1 18 1 16 1 21 6 102 1 2 1 3 0 0 0 0 2 5   
10 島　立 15 341 16 340 1 -1 2 53 2 53 2 56 2 48 2 50 2 59 12 319 1 3 3 18 0 0 0 0 4 21

学 11 芝　沢 19 468 18 455 -1 -13 2 67 2 63 3 77 2 65 3 91 3 75 15 438 1 5 2 12 0 0 0 0 3 17
12 菅　野 25 641 24 629 -1 -12 3 94 3 93 3 103 3 93 4 121 3 93 19 597 2 13 3 19 0 0 0 0 5 32   
13 芳　川 28 737 30 741 2 4 4 108 4 126 4 125 4 113 4 118 4 114 24 704 3 17 3 20 0 0 0 0 6 37   
14 寿 29 779 29 757 0 -22 4 106 4 117 4 124 4 115 4 127 4 139 24 728 2 10 3 19 0 0 0 0 5 29   
15 岡　田 16 380 15 364 -1 -16 2 57 2 62 2 39 2 64 2 53 2 71 12 346 1 7 2 11 0 0 0 0 3 18

あさひ分校 2 10 2 9 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 2 9
校 16 山　辺 24 595 24 600 0 5 3 97 3 82 3 92 3 92 3 95 4 111 19 569 1 4 4 27 0 0 0 0 5 31   

17 今　井 8 153 8 148 0 -5 1 24 1 14 1 29 1 27 1 23 1 23 6 140 1 4 1 4 0 0 0 0 2 8   
18 開　明 28 701 27 655 -1 -46 3 87 4 107 3 85 4 110 4 118 4 114 22 621 3 18 2 16 0 0 0 0 5 34   
19 明　善 17 435 19 442 2 7 2 60 2 66 3 74 2 63 3 77 3 78 15 418 2 12 2 12 0 0 0 0 4 24   

　 20 本　郷 15 316 15 309 0 -7 2 57 2 57 2 39 2 53 2 40 2 45 12 291 1 5 2 13 0 0 0 0 3 18
21 二　子 14 281 15 271 1 -10 2 40 2 42 2 42 2 38 2 51 2 41 12 254 1 5 2 12 0 0 0 0 3 17
22 並　柳 16 374 16 384 0 10 2 68 2 49 2 61 2 58 3 72 2 60 13 368 1 6 2 10 0 0 0 0 3 16
23 四　賀 8 127 8 126 0 -1 1 20 1 24 1 19 1 19 1 17 1 21 6 120 1 2 1 4 0 0 0 0 2 6
24 安　曇 5 25 3 21 -2 -4 1 2 4 1 5 2 1 4 4 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 大野川 4 19 3 20 -1 1 1 6 1 1 2 6 1 3 2 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 奈　川 4 18 3 20 -1 2 1 6 1 1 3 3 1 4 3 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 梓　川 33 919 33 889 0 -30 4 135 4 132 4 126 5 154 5 152 5 146 27 845 2 16 4 28 0 0 0 0 6 44

波　田 33 889 32 871 -1 -18 4 128 4 131 4 136 5 152 4 134 4 138 25 819 4 32 3 20 0 0 0 0 7 52
松原分室 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小　計 33 892 33 874 0 -18 4 128 4 131 4 136 5 152 4 134 5 141 26 822 4 32 3 20 0 0 0 0 7 52
総　計 239 5,857 243 5,833 4 -24  65 1,849 63 1,880 66 1,863 194 5,592 22 95 25 143 1 2 1 1 49 241

1 清　水 16 370 15 351 -1 -19 4 114 4 115 4 110 12 339 1 4 1 7 0 0 1 1 3 12   
2 鎌　田 17 453 18 477 1 24 5 154 5 150 5 156 15 460 1 3 2 14 0 0 0 0 3 17

中 3 丸ノ内 11 258 10 222 -1 -36 2 52 3 86 2 70 7 208 2 9 1 5 0 0 0 0 3 14
4 旭　町 14 334 13 319 -1 -15 3 100 3 104 3 99 9 303 1 5 2 9 1 2 0 0 4 16   

桐 分校 1 1 1 4 0 3 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
5 松　島 14 371 14 357 0 -14 4 106 4 130 4 115 12 351 1 2 1 4 0 0 0 0 2 6   

学 6 高　綱 13 340 14 359 1 19 4 108 4 126 4 117 12 351 1 4 1 4 0 0 0 0 2 8
7 菅　野 16 454 18 458 2 4 5 155 5 156 4 126 14 437 2 10 2 11 0 0 0 0 4 21   
8 筑摩野 25 728 25 722 0 -6 7 220 7 236 7 240 21 696 2 12 2 14 0 0 0 0 4 26
9 山　辺 11 290 11 310 0 20 3 101 3 91 3 106 9 298 1 4 1 8 0 0 0 0 2 12   

校 10 開　成 15 358 16 358 1 0 4 110 4 115 4 114 12 339 2 9 2 10 0 0 0 0 4 19   
11 女鳥羽 13 320 14 327 1 7 4 114 3 89 4 107 11 310 1 3 2 14 0 0 0 0 3 17   

あさひ分校 2 10 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 2 11
12 明　善 10 233 10 214 0 -19 2 60 3 71 3 76 8 207 1 4 1 3 0 0 0 0 2 7   
13 信　明 13 348 13 324 0 -24 4 108 3 99 3 101 10 308 2 9 1 7 0 0 0 0 3 16
14 会　田 5 67 5 69 0 2 1 24 1 22 1 19 3 65 1 1 1 3 0 0 0 0 2 4   
15 安　曇 3 19 3 15 0 -4 1 4 1 5 1 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
16 大野川 2 6 2 6 0 0 1 2 3 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
17 奈　川 3 15 2 10 -1 -5 1 1 1 1 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
18 梓　川 17 450 19 473 2 23 5 163 5 144 5 143 15 450 2 10 2 13 0 0 0 0 4 23

波　田 15 426 16 442 1 16 5 153 4 135 5 142 14 430 1 6 1 6 0 0 0 0 2 12
松原分校 3 6 2 5 -1 -1 0 1 2 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小　計 18 432 18 447 0 15 5 153 5 137 6 145 16 435 1 6 1 6 0 0 0 0 2 12

組合 鉢　盛 19 469 18 450 -1 -19 5 154 4 131 5 143 14 428 1 6 2 13 0 0 1 3 4 22   

別　紙　１

特別支援計増　 減

28

19

３０.４.５現在 ３１.４.４現在



別　紙　２

 (３１．４．1８現在） 

児童数
３５人
学級
編制

児童数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

児童数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

児童数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

児童数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

児童数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

1,872 67 1,947 67 62 1,872 70 62 1,979 69 61 2,041 74 66 2,025 71 62
増加学級数

1,575 55 1,654 58 53 1,581 58 50 1,643 58 52 1,727 61 54 1,708 61 53
増加学級数

開　智 99 3 97 3 3 91 3 3 107 4 3 99 3 3 106 4 3 2
源　池 44 2 38 2 1 36 2 1 42 2 2 45 2 2 53 2 2 2
筑　摩 49 2 57 2 2 58 2 2 65 2 2 75 3 2 58 2 2 1
旭　町 49 2 60 2 2 52 2 2 67 2 2 65 2 2 61 2 2 0
田　川 44 2 52 2 2 39 2 1 44 2 2 48 2 2 55 2 2 1
鎌　田 129 4 150 5 4 142 5 4 163 5 5 133 4 4 144 5 4 3
清　水 100 3 99 3 3 84 3 3 84 3 3 104 3 3 85 3 3 0
島　内 131 4 151 5 4 117 4 3 114 4 3 106 4 3 102 3 3 4
中　山 12 1 19 1 1 16 1 1 18 1 1 16 1 1 21 1 1 0
島　立 53 2 53 2 2 56 2 2 48 2 2 50 2 2 59 2 2 0
芝　沢 67 2 63 2 2 77 3 2 65 2 2 91 3 3 75 3 2 2
菅　野 94 3 93 3 3 103 3 3 93 3 3 121 4 4 93 3 3 0
芳　川 108 4 126 4 4 125 4 4 113 4 3 118 4 3 114 4 3 3

　寿 106 4 117 4 3 124 4 4 115 4 3 127 4 4 139 4 4 2
岡　田 57 2 62 2 2 39 2 1 64 2 2 53 2 2 71 3 2 2
山　辺 97 3 82 3 3 92 3 3 92 3 3 95 3 3 111 4 3 1
今　井 24 1 14 1 1 29 1 1 27 1 1 23 1 1 23 1 1 0
開　明 87 3 107 4 3 85 3 3 110 4 3 118 4 3 114 4 3 4
明　善 60 2 66 2 2 74 3 2 63 2 2 77 3 2 78 3 2 3
本　郷 57 2 57 2 2 39 2 1 53 2 2 40 2 1 45 2 2 2
二　子 40 2 42 2 2 42 2 2 38 2 1 51 2 2 41 2 2 1
並　柳 68 2 49 2 2 61 2 2 58 2 2 72 3 2 60 2 2 1

169 8 162 5 5 155 8 8 184 6 5 180 9 8 176 6 5
増加学級数

四　賀 20 1 24 1 1 19 1 1 19 1 1 17 1 1 21 1 1 0

安　曇 2 1 4 5 1 1 2 4 1 1 4 0
大野川 6 1 1 2 1 1 6 3 1 1 2 0
小　計 8 2 5 0 0 7 2 2 8 0 0 7 2 2 6 0 0 0
奈　川 6 1 1 3 1 1 3 4 1 1 3 0
梓　川 135 4 132 4 4 126 4 4 154 5 4 152 5 4 146 5 4 3

128 4 131 4 4 136 4 4 152 5 4 134 4 4 141 4 4 1
増加学級数

波　田 128 4 131 4 4 136 4 4 152 5 4 134 4 4 138 4 4 1
　 　松　原 3

0

過大学級 複式学級 過小学級

0 0 1

8

0

8
34

6 7

旧 ４ 村 計
3

0 0 1 1 1

波　田　計

　小学校３５人学級編制した場合の学級数の国基準と県基準の比較

 　1   年  　２   年  　３　年

旧松本市計

松本市合計
5 8

影響数
６学年計
(31年度)

5 8

 　４　年  　５　年

38
8 9

　６　　年



別　紙　３

生徒数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

影響
数

生徒数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

影響
数

生徒数
３５人
学級
編制

標準
４０人
編制

影響
数

1,849 65 55 10 1,880 63 56 7 1,863 66 56 10

増加学級数

1,502 51 42 9 1,568 51 45 6 1,541 51 43 8

増加学級数

清　水 114 4 3 1 115 4 3 1 110 4 3 1 3

鎌　田 154 5 4 1 150 5 4 1 156 5 4 1 3

丸ノ内 52 2 2 0 86 3 3 0 70 2 2 0 0

旭　町 100 3 3 0 104 3 3 0 99 3 3 0 0

桐 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0

松　島 106 4 3 1 130 4 4 0 115 4 3 1 2

高　綱 108 4 3 1 126 4 4 0 117 4 3 1 2

菅　野 155 5 4 1 156 5 4 1 126 4 4 0 2

筑摩野 220 7 6 1 236 7 6 1 240 7 6 1 3

山　辺 101 3 3 0 91 3 3 0 106 3 3 0 0

開　成 110 4 3 1 115 4 3 1 114 4 3 1 3

女鳥羽 114 4 3 1 89 3 3 0 107 4 3 1 2

明　善 60 2 2 0 71 3 2 1 76 3 2 1 2

信　明 108 4 3 1 99 3 3 0 101 3 3 0 1

194 9 9 175 7 6 177 9 8

増加学級数

会　田 24 1 1 0 22 1 1 0 19 1 1 0 0

安　曇 4 1 1 0 5 1 1 0 6 1 1 0 0

大野川 2 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0

小　計 6 2 2 8 1 1 0 7 2 2 0 0

奈　川 1 1 1 0 1 0 8 1 1 0 0

梓　川 163 5 5 0 144 5 4 1 143 5 4 1 2

153 5 4 137 5 5 145 6 5

増加学級数

波　田 153 5 4 1 135 4 4 0 142 5 4 1 2

松原 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1 1 0 0

（31.4.18現在）

27

8

2

 　３   年 　1   年  　２   年
影響数
3学年計
(31年度)

1

1

10

9

0 1

7

6

2

23

過大学級 複式学級 過小学級

旧 ４ 村 計

中学校３５人学級編制した場合の学級数の国基準と県基準の比較

松本市合計

波田計

1

旧松本市計

0

10
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学 校 指 導 課 

報告第 ２ 号 
 

「いじめ・体罰等の実態調査」 【２・３月分】の結果について 
 

 

１ 趣旨 

２カ月に一度、市内全小中学校で実施している、「いじめ・体罰等の実態調査」 

について、２・３月分の集計結果を報告するものです。 
 

２ 調査方法 

  児童生徒一人ひとりへのアンケートや聞き取りによる方法 
 

３ 調査結果の概要 

⑴ いじめ・体罰等を認知した学校・認知件数 
※小計の下段（  ）内は、平成 29年度同時期調査数 

区分 
①学校総数 
（単位:校） 

②認知した 

学校数 
（単位:校） 

③認知してい 

ない学校数 
（単位:校） 

④認知件数 
（単位：件） 

⑤１校当たり 
（単位：件） 

小学校 ２９ 
１７ １２ １０９ 3.8 
（14） （15） （93） （3.2） 

中学校 ２１ 
１１ １０ ６６ 3.1 
（10） （11） （16） （0.8） 

計 ５０ 
２８ ２２ １７５ 3.5 
（24） （26） （109） （2.2） 

 

 ⑵ いじめ・体罰等の事案区分     ⑶ いじめ・体罰等の発生区分 

区分 いじめ 体罰等 計  区分 新規 再発 計 

小学校 １０９ ０ １０９ 小学校  ７６ ３３ １０９ 

中学校  ６６ ０  ６６ 中学校  ６４  ２  ６６ 

計 １７５ ０ １７５ 計 １４０ ３５ １７５ 
 

 ⑷ いじめの現在の状況（平成30年４月以降累計） 

区分 
解消している 

（日常的に観察継続中） 

解消に向けて 

取組中 
その他（転居等） 計 

小学校 ６８６ ３１８ １ 1,005 

中学校 ２１４ ２１３ １ ４２８ 

計 ９００ ５３１ ２ 1,433 
 

⑸ いじめの認知件数の学年別、男女別内訳 
※小計の下段（  ）内は、平成 29年度同時期調査数  

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

小学校 

男子 １ １２ １４ １２  ８ １０  ５７ 

女子 ２  ７ １７ １１  ６  ９  ５２ 

小計 
３ １９ ３１ ２３ １４ １９ １０９ 

（21） （24）  （７） （５） （28） （８） （93） 
 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

中学校 

男子 １９  ８ ３    ３０ 

女子 １９ １４ ３    ３６ 

小計 
３８ ２２ ６    ６６ 

（13） （３） （０）    （16） 



⑹ いじめの態様 ※１件中に、複数の内容を含んでいる場合があります。  

区   分 小学校 中学校 計 

① 冷やかしやからかい，悪口や嫌なことを言われる。  ６４ ５４ １１８ 

② 仲間はずれ，集団による無視をされる。  １５  ９  ２４ 

③ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。  １８ １２  ３０ 

④ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。   ８  ０   ８ 

⑤ 金品をたかられる。    ０  ０   ０ 

⑥ 物を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。   ６  ３   ９ 

⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。    ３  ２   ５ 

⑧ パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷やいやなことをされる。   ３  ２   ５ 

⑨ その他  １３  ０  １３ 

計 １３０ ８２ ２１２ 
 

 

４ 傾向 

 ⑴ いじめを認知した学校数は、昨年度同時期調査と比較して、小学校は３校増加、中

学校は１校増加しました。 

⑵ いじめの認知件数では、昨年度調査と比較して、小学校で 16件増加し、中学校で 50 

件増加となりました。 

 ⑶ 体罰に関する事案報告はありませんでした。 

 ⑷ いじめの現在の状況「その他」の２件は、家庭の事情により転居したものでした。 

 ⑸ 本年度４月以降に発生したいじめに関する事案 1,433 件に対して、900 件が解消さ

れ、解消率はおよそ 63％でした。 

⑹ 学年別の小学校における件数では、１年生が最も少ない状況で、中学校では、昨年 

度調査と比較していじめの認知が増加し、特に１・２年生で多い状況でした。 

 ⑺ いじめの内容では、「冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる」が最も多く、

全体に占める割合は、５割を超えています。「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やい

やなことをされる」項目で報告があった小学校における３件の事案は、いずれも「Ｓ

ＮＳを介して、友だちの悪口が勝手に送られてきた」「動画サイトに友だちのことが誹

謗中傷されていた」という報告でした。 

⑻ 小学校で発生した「その他」の主なきっかけは、遊び半分やからかいによるものから

被害を受けた子どもが不快感に至るケースが多くありました。 
 

５ 今後の対応 

平成 30年４月からのいじめの認知総件数は、小学校は 1,000件、中学校では 400件を

超え、総件数では、平成 29 年度いじめの認知総件数 1,149 件（文部科学省調査）を 300

件近く上回っています。これは、いじめを初期段階のものを含めて積極的に認知し、その

解消に向けた取組みのスタートラインに立つことができている表れであると考えます。

次年度もいじめアンケートの工夫を進めながら、早い段階で察知し、チームとして対応

する流れや姿勢づくりを行っていくよう、引き続きはたらきかけていきます。 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

 

担当 学校指導課 

課長 髙野  毅 

電話 ３３－４３９７ 



 

 

報告第 ３ 号 

姉妹都市グリンデルワルト村中学生ホームステイ受入事業について 

 

１ 概要  

姉妹都市スイス・グリンデルワルト村から、中学生一行が来松し、ホームステイや学校 

訪問などの交流事業を行います。その概要について報告するものです。 

 

２ 来松期間 

   令和元年（２０１９年）５月８日（水）～１２日（日） 

 

３ 訪問者 

グラーベン校の中学生２５名、引率教員等５名、計３０名 

 

４ 交流内容 

⑴  ホームステイ 

     ８、９日は旧市、１０、１１日は安曇地区でホームステイをします。 

  ⑵  学校交流 

      市内３校を訪問し、郷土の紹介や授業に参加するなど交流を深めるとともに、日本 

文化(和太鼓、七夕人形づくり等)を体験します。 

    

５  全体スケジュール  

5月 8日（水） 
(午前中)京都観光→名古屋→松本駅着（16:03）、ホストファミリー

との顔合わせの会 

9日（木） 
市長表敬（9:00～、議員協議会室）、学校訪問（清水中学校）、松本

城等見学 

10日（金） 学校訪問（安曇中学校、大野川中学校）、乗鞍で交流会 

11日（土） 上高地散策 

12日（日） 乗鞍発→箱根へ 

  

６  グリンデルワルト村との主な青少年の交流経過（合併後） 
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広報国際交流課 ・学校指導課 

訪問 平成 18年 9月 中学生（安曇地区のみ）訪問団 12名が訪問 

平成 21年 8月  中学生（全市）20名が訪問 

平成 24年 9月 中学生（全市）20名が訪問 

平成 27年 9月 中学生（全市、白骨地区訪問団を含む）25名が訪問 

平成 30年 9月 中学生（全市）20名が訪問 

来松 平成 19年 5月 中学生 6名を含む一行 10名が来松、ホームステイを行った。 

平成 28年 5月 中学生 21名を含む一行 27名が来松、ホームステイを行った。 

（昭和 47年 4月 旧安曇村と姉妹提携（本年 47周年）） 

担当  

広報国際交流課 課長 赤羽 志穂（内線 1140） 

学校指導課   課長 高野 毅  （内線 3130） 

  

ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 
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学校指導課 

 

報告第 ４ 号 

 

台湾高雄市立龍華国民中学校と松本市立旭町中学校の交流事業について 

 

１ 趣旨 

台湾高雄市との間で交わされた「健康・福祉・教育分野の交流に関する覚書」に基

づき、次代を担う中学生の国際感覚の醸成を目的として、交流事業を実施しています。 

事業の一環として高雄市立龍華国民中学校と松本市立旭町中学校との交流事業を

開催することについて報告をするものです。 

 

２ 事業内容 

 ⑴ 期日 

   令和元年（２０１９年）５月２４日(金) 

 ⑵ 訪問者 

高雄市立龍華国民中学校 生徒３０人、職員３人 計３３人（予定） 

 ⑶ 訪問場所 

   松本市立旭町中学校 

 ⑷ 行事内容 

  ア 歓迎会 

  イ 昼食交流 

  ウ スポーツ交流 

 

３ 台湾高雄市との今後の交流事業（予定） 

 ⑴ 令和元年（２０１９年）９月 OMF音楽教育旅行の受入れ 

 ⑵ 令和２年（２０２０年）１月 松本市教育訪問団が高雄市訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学都松本へ」 

 
ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

担当 学校指導課 

課長 髙野 毅 

電話 33-4397 
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中 央 図 書 館 

報告第 ５ 号 

 

 

図書館資料特別整理期間の設定について 

 

 

１ 趣旨 

  毎年度、全図書館において実施している資料特別整理（蔵書点検）について、松本

市図書館条例第４条の規定に基づき、休館日を設定することについて報告するもので

す。 

 

２ 令和元年度（２０１９年）特別整理期間 

  裏面のとおり 

 

３ 周知方法について 

 ⑴ 「広報まつもと」５月号に掲載 

⑵ 松本市図書館ホームページに掲載 

⑶ 松本市図書館フェイスブックに掲載 

⑷ 各図書館にチラシ及びカレンダーを設置 

 

４ その他 

 実施にあたっては、利用者への影響を最小限にとどめるよう図書館全体の連携を図り 

ながら対応することとし、事前の周知についても上記により行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 中央図書館 
館長 瀧澤 裕子 
電話 ３２－００９９ 

「学都松本」 

 
一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

◎わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
◎あなたに  あいさつをしよう 
◎このまちを きれいにしよう 

 



 

令和元年度（２０１９年）特別整理期間  

 

図 書 館 名 特 別 整 理 期 間 日 数 

島内図書館 

空港図書館 
５月１３日（月）～ ５月１６日（木） ４日間 

鎌田図書館 

寿台図書館 

本郷図書館 

 

 

５月２０日（月）～ ５月２２日（水） ３日間 

あがたの森図書館 ５月２７日（月）～ ５月２９日（水） ３日間 

波田図書館 ５月２７日（月）～ ６月 １日（土） ６日間 

梓川図書館 ６月 ３日（月）～ ６月 ６日（木） ４日間 

南部図書館 ６月 ４日（火）～ ６月 ８日（土） ５日間 

中山図書館 ６月１０日（月）～ ６月１４日（金） ５日間 

中央図書館 ６月１７日（月）～ ６月２８日（金） １２日間 

※ 上記の期間は、松本市図書館条例第４条に規定する休館日（南部図書館は火曜 

 日、南部を除く各館は月曜日）を含め、各図書館を休館するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

報告第 ６ 号 

 

松本市文化財保護事業補助金交付要綱の一部改正について 

 

１ 趣旨 

  まつもと文化遺産認定制度の新設に伴い、松本市文化財保護事業補助金交付要綱

の一部を改正しましたので、その内容について報告するものです。 

 

２ まつもと文化遺産認定制度の概要 

  「まつもと文化遺産」とは、歴史的・地域的関連性に基づき一定のまとまりを持

つものとして設定した関連文化財群のうち、保存活用に係る具体的な事業計画を有

するものとして教育委員会が認定するもの 

 

３ 改正の目的 

  認定された「まつもと文化遺産」の保存活用事業に財政的な支援をするため 

 

４ 改正の内容 

 ⑴ 第２条表５の補助事業 

補助対象に「まつもと文化遺産」を追加 

⑵ 同表の補助額 

明記されていなかった活動補助の委託経費の補助率（１０分の５以内）を追加 

 

５ 施行期日 

  平成３１年４月１日 

 

６ 添付資料 

  新旧対照表   別添のとおり 

教育委員会資料 

３１．４．２５ 

文 化 財 課 

担当 文化財課 

課長 大竹 永明 

電話 ３４－３２９２ 

「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 
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松本市文化財保護事業補助金交付要綱(昭和５７年告示第１３０号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○松本市文化財保護事業補助金交付要綱 ○松本市文化財保護事業補助金交付要綱 

昭和５７年７月２８日 昭和５７年７月２８日 

告示第１３０号 告示第１３０号 

改正 昭和６３年１０月 １日告示第２０３号 改正 昭和６３年１０月 １日告示第２０３号 

平成 ８年 ６月１８日告示第２１１号 平成 ８年 ６月１８日告示第２１１号 

平成１５年 ３月３１日告示第１３１号 平成１５年 ３月３１日告示第１３１号 

平成１６年 ７月 １日告示第２４１号 平成１６年 ７月 １日告示第２４１号 

平成２５年３月２９日告示第１５０号 平成２５年３月２９日告示第１５０号 

平成２６年３月３１日告示第８６号 平成２６年３月３１日告示第８６号 

 平成３１年４月１日告示第３０号 

(目的) (目的) 

第１条 この要綱は、文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。)、保

持者及び保存団体(指定文化財等を保存することを主たる目的とする団

体で、代表者の定めのあるものをいう。)等が行う文化財保護のための

事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて、松本市補助金交付規則(昭和３７年規則第１６号。以下「規則」

という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この要綱は、文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。)、保

持者及び保存団体(指定文化財等を保存することを主たる目的とする団

体で、代表者の定めのあるものをいう。)等が行う文化財保護のための

事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて、松本市補助金交付規則(昭和３７年規則第１６号。以下「規則」

という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

(対象事業、補助対象経費及び補助額) (対象事業、補助対象経費及び補助額) 

第２条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助額は、

次のとおりとする。 

第２条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助額は、

次のとおりとする。 
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対象事業 補助対象経費 補助額 

１ 文化財保護法(昭和

２５年法律第２１４

号)の規定による国の

補助金の交付を受け

た事業 

当該事業に要する経

費から国及び県の交付

する補助金を控除した

額 

補助対象経費の１０分

の６以内の額とし、その

額が５００万円を超える

ときは５００万円とす

る。 

２ 文化財保護条例(昭

和５０年長野県条例

第４４号)の規定によ

る県の補助金の交付

を受けた事業 

当該事業に要する経

費から県の交付する補

助金を控除した額 

補助対象経費の１０分

の５以内の額とし、その

額が５００万円を超える

ときは５００万円とす

る。 

３ 松本市文化財保護

条例(昭和５１年条例

第４１号)の規定によ

る指定文化財・選定保

存技術の管理及び保

護のために行う事業 

(１) 修理事業 

指定文化財の保存

のために行う修理及

び環境整備事業に要

する経費のうち、市長

が認めた経費 

(２) 管理事業 

指定文化財の保護

のために行う防災上

の工事及び修理に要

する経費のうち、市長

が認めた経費 

補助対象経費の１０分

の５以内の額とし、その

額が５００万円を超える

ときは５００万円とす

る。ただし、災害復旧に

係る場合は、１０分の６

以内の額とし、その額が

１，０００万円を超える

ときは１，０００万円と

する。 

(３) 伝承事業 市長が別に定める額 

対象事業 補助対象経費 補助額 

１ 文化財保護法(昭和

２５年法律第２１４

号)の規定による国の

補助金の交付を受け

た事業 

当該事業に要する経

費から国及び県の交付

する補助金を控除した

額 

補助対象経費の１０分

の６以内の額とし、その

額が５００万円を超える

ときは５００万円とす

る。 

２ 文化財保護条例(昭

和５０年長野県条例

第４４号)の規定によ

る県の補助金の交付

を受けた事業 

当該事業に要する経

費から県の交付する補

助金を控除した額 

補助対象経費の１０分

の５以内の額とし、その

額が５００万円を超える

ときは５００万円とす

る。 

３ 松本市文化財保護

条例(昭和５１年条例

第４１号)の規定によ

る指定文化財・選定保

存技術の管理及び保

護のために行う事業 

(１) 修理事業 

指定文化財の保存

のために行う修理及

び環境整備事業に要

する経費のうち、市長

が認めた経費 

(２) 管理事業 

指定文化財の保護

のために行う防災上

の工事及び修理に要

する経費のうち、市長

が認めた経費 

補助対象経費の１０分

の５以内の額とし、その

額が５００万円を超える

ときは５００万円とす

る。ただし、災害復旧に

係る場合は、１０分の６

以内の額とし、その額が

１，０００万円を超える

ときは１，０００万円と

する。 

(３) 伝承事業 市長が別に定める額 
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指定文化財の伝承

者の養成及び公開の

ために必要な事業に

要する経費 

(４) 保存事業 

選定保存技術の伝

承者の養成及び技術

の練磨のために必要

な事業に要する経費 

(５) 松本城下町の舞台

の保存のために行う

修理事業に要する経

費のうち、市長が認め

た経費 

(６) 戸田家廟園、水野

家廟所、御殿山小笠原

家廟所及び広沢寺小

笠原家墓所の保存の

ために行う修理事業

に要する経費のうち、

市長が認めた経費 

補助対象経費の１０分

の５以内の額とし、その

額が７００万円を超える

ときは７００万円とす

る。ただし、災害復旧に

係る場合は、１０分の６

以内の額とし、その額が

１，０００万円を超える

ときは１，０００万円と

する。 

４ 文化財に関係のあ

る地区史又は旧村史

等の発行の事業 

当該事業に要する経

費で調査費及び印刷費

のうち、市長が認めた経

補助対象経費の１０分

の３以内の額とし、その

額が８０万円を超えると

指定文化財の伝承

者の養成及び公開の

ために必要な事業に

要する経費 

(４) 保存事業 

選定保存技術の伝

承者の養成及び技術

の練磨のために必要

な事業に要する経費 

(５) 松本城下町の舞台

の保存のために行う

修理事業に要する経

費のうち、市長が認め

た経費 

(６) 戸田家廟園、水野

家廟所、御殿山小笠原

家廟所及び広沢寺小

笠原家墓所の保存の

ために行う修理事業

に要する経費のうち、

市長が認めた経費 

補助対象経費の１０分

の５以内の額とし、その

額が７００万円を超える

ときは７００万円とす

る。ただし、災害復旧に

係る場合は、１０分の６

以内の額とし、その額が

１，０００万円を超える

ときは１，０００万円と

する。 

４ 文化財に関係のあ

る地区史又は旧村史

等の発行の事業 

当該事業に要する経

費で調査費及び印刷費

のうち、市長が認めた経

補助対象経費の１０分

の３以内の額とし、その

額が８０万円を超えると
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費 きは、８０万円とする。 

５ 国、県又は市が指定

した文化財に対し、保

護、保存及び教育普及

を目的として活動す

る団体が行う事業で、

地域づくりに資する

事業として市長が認

めたもの 

当該事業に要する経

費のうち、市長が認めた

経費 

補助対象経費の１０分

の８以内の額とし、その

額が５万円を超えるとき

は５万円とする。ただし、

史跡等の管理に係る原材

料費、消耗品及び燃料費

については、５万円の範

囲内で実費相当額を加算

することができる。 
 

費 きは、８０万円とする。 

５ 国、県若しくは市が

指定した文化財又は

市が認定したまつも

と文化遺産に対し、保

存、活用及び教育普及

を目的として活動す

る団体が行う事業で、

地域づくりに資する

事業として市長が認

めたもの 

当該事業に要する経

費のうち、市長が認めた

経費 

補助対象経費の１０分

の８以内（委託に係る経

費は、１０分の５以内）

の額とし、その額が５万

円を超えるときは５万円

とする。ただし、史跡等

の管理に係る原材料費、

消耗品及び燃料費につい

ては、５万円の範囲内で

実費相当額を加算するこ

とができる。 
 

(交付申請) (交付申請) 

第３条 規則第３条に規定する申請書は、松本市文化財保護事業補助金

交付申請書(様式第１号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

第３条 規則第３条に規定する申請書は、松本市文化財保護事業補助金

交付申請書(様式第１号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

（１） 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図 （１） 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図 

（２） 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び

実施の方法を詳細に記載した書類 

（２） 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び

実施の方法を詳細に記載した書類 

（３） 事業に係る収支予算書(様式第２号) （３） 事業に係る収支予算書(様式第２号) 

（４） 申請者が法人その他の団体であるときは、事業に要する経費

に関する会議録、定款又は規約等に定める手続を経たことを証する

書類 

（４） 申請者が法人その他の団体であるときは、事業に要する経費

に関する会議録、定款又は規約等に定める手続を経たことを証する

書類 



5/6 

(実績報告) (実績報告) 

第４条 規則第１２条に規定する実績報告書は、松本市文化財保護事業

実績報告書(様式第３号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

第４条 規則第１２条に規定する実績報告書は、松本市文化財保護事業

実績報告書(様式第３号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

（１） 事業の実施経過及び成果を示す写真 （１） 事業の実施経過及び成果を示す写真 

（２） 事業に係る収支精算書(様式第４号) （２） 事業に係る収支精算書(様式第４号) 

(補則) (補則) 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 附 則 

この告示は、告示の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 この告示は、告示の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

附 則(昭和６３年１０月１日告示第２０３号) 附 則(昭和６３年１０月１日告示第２０３号) 

この告示は、告示の日から施行し、告示の日以前に発行の事業を実施

中のものから適用する。 

この告示は、告示の日から施行し、告示の日以前に発行の事業を実施

中のものから適用する。 

附 則(平成８年６月１８日告示第２１１号) 附 則(平成８年６月１８日告示第２１１号) 

この告示は、告示の日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 この告示は、告示の日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

附 則(平成１５年３月３１日告示第１３１号) 附 則(平成１５年３月３１日告示第１３１号) 

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１６年７月１日告示第２４１号) 附 則(平成１６年７月１日告示第２４１号) 

この告示は、告示の日から施行する。 この告示は、告示の日から施行する。 

附 則(平成２５年３月２９日告示第１５０号) 附 則(平成２５年３月２９日告示第１５０号) 

この告示は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度分の補助 この告示は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度分の補助
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金から適用する。 金から適用する。 

附 則(平成２６年３月３１日告示第８６号) 附 則(平成２６年３月３１日告示第８６号) 

この告示は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度分の補助

金から適用する。 

この告示は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度分の補助

金から適用する。 

    附 則（平成３１年４月１日告示第３０号） 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分の補助

金から適用する。 

様式第１号(第３条関係) 様式第１号(第３条関係) 

（略） （略） 

様式第２号(第３条関係) 様式第２号(第３条関係) 

（略） （略） 

様式第３号(第４条関係) 様式第３号(第４条関係) 

（略） （略） 

様式第４号(第４条関係) 様式第４号(第４条関係) 

（略） （略） 

 



 

報告第 ７ 号 

 

史跡松本城整備研究会委員等の委嘱について 

 

１ 趣旨 

  史跡松本城整備研究会委員及び指導助言者の任期満了に伴う、史跡松本城整備

研究会規程第３条及び第７条の規定に基づく委員等の委嘱について報告するも

のです。 

 

２ 委員定数 

  １０名以内 

 

３ 指導助言者定数 

  若干名 

 

４ 経過 

これまでの委員及び指導助言者は、各分野における高度な専門性及び地域の歴

史等に対する深い見識を有しており適任であることから再任することとしまし

た。 

ただし、１名から辞意の申し出があったことから、新たに建築に詳しい委員を

選任しました。 

  なお、指導助言者（文化庁、長野県教育委員会）は人事異動に伴う後任者とし

ました。 

 

５ 委嘱 

  史跡松本城整備研究会委員及び指導助言者名簿（案）（別紙１）のとおり 

   

６ 任期 

  平成３１年（２０１９年）４月２２日～令和３年（２０２１年）４月２１日 

（２年間） 

 

７ 根拠規定 

  史跡松本城整備研究会規程（別紙２） 

  

 

 

教育委員会資料 

３１．４．２５ 

松本城管理事務所 

担当 松本城管理事務所 

課長 原 文彦 

電話 ３２－２９０２ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



史跡松本城整備研究会委員及び指導助言者名簿  

 

１  委員  

 氏   名  役     職  備考  

１  渡邉
わたなべ

 定
さだ

夫
お

 東京大学名誉教授  会長  

２  宮本
みやもと

長
なが

二郎
じ ろ う

 独立行政法人国立文化財機構名誉研究員  会長代理  

３  吉田
よ し だ

ゆり子
こ

 
東京外国語大学国際社会学部長  
長野県文化財保審議会委員  

 

４  佐々木
さ さ き

邦
くに

博
ひろ

 信州大学農学部教授  
 

５  原
はら

  明芳
あきよし

 松本市文化財審議委員会委員  

 

６  西形
にしがた

 達
たつ

明
あき

 関西大学名誉教授  

 

７  梅干
ほ や

野
の

成
しげ

央
お

 信州大学工学部准教授  今回新任  

 

２  指導助言者  

 氏   名  役     職  

１  未  定  文化庁文化財第二課史跡部門担当調査官  

２  谷
たに

  和隆
かずたか

 長野県教育委員会文化財･生涯学習課指導主事  

 

  

別紙 １ 

 



○史跡松本城整備研究会規程 

昭和６１年３月２７日 

教育委員会訓令乙第１号 

改正 平成１４年７月３１日教育委員会訓令乙第４号 

（設置） 

第１条 史跡松本城の整備等に関する事項を調査、研究するため、史跡松本城整備研究会

（以下「研究会」という）を設置する。 

（任務） 

第２条 研究会は、史跡松本城の整備、環境保全等について、調査、研究する。 

（組織） 

第３条 研究会は、委員１０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（１） 関係行政機関の職員 

（２） 知識経験者 

（３） 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 研究会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 研究会は会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長が務める。 

（指導助言者） 

第７条 研究会に、必要に応じ指導助言者若干名を置く。 

２ 指導助言者は、研究会が第２条に基づいて行う調査、研究に対して指導、助言を行う。 

３ 指導助言者は、関係行政機関等の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（庶務） 

第８条 研究会の庶務は、松本市教育委員会松本城管理事務所において処理する。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この訓令は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年７月３１日教育委員会訓令乙第４号） 

この訓令は、平成１４年８月１日から施行する。 

別紙 ２ 

 



教育委員会資料 

３ １ ． ４ ． ２ ５ 

美 術 館 

 

平成３０年度企画展の開催結果について 

１ 趣旨 

平成３０年度に開催した企画展の開催結果について報告するものです。 

 

２ 開催結果 

⑴  草間彌生 ＡＬＬ ＡＢＯＵＴ ＭＹ ＬＯＶＥ 私の愛のすべて 

ア 会  期  ３０年３月３日（土）～７月２２日(日) 
イ 開催日数  １２５日〔うち３０年度／１００日〕 
ウ 観覧者数  １６６，９４２人〔うち３０年度／１４３，４５３人〕 

(目標：８６，０００人、達成率：１９４％） 
エ １日平均  １，３３６人 

 

⑵  生誕１３０年記念 太田南海展 

  心・技、光る ～松本の文化を支えた彫刻家～ 

ア 会  期  ９月１５日（土）～１１月２５日（日） 
イ 開催日数  ６２日 
ウ 観覧者数  １０，３９０人（目標：９，０００人、達成率：１１５％） 
エ １日平均  １６８人  

 

⑶  健康寿命延伸都市・松本 

７０歳以上の公募による美術展「第８回 老いるほど若くなる」 

ア 会  期  ３１年３月２日（土）～４月７日（日） 
イ 開催日数  ３２日〔うち３０年度／２６日〕 
ウ 観覧者数  ６，８０６人〔うち３０年度／５，３２８人〕 

（目標：５，５００人、達成率：１２４％） 
エ １日平均  ２１３人 

 
※ 美術館全体の入館者数については、裏面参考資料のとおりです。 

 

３ 参考 

⑴ 草間彌生 永遠の永遠の永遠(H24.7/14～11/4)  ７２,６９５人（平均７０６人） 

⑵ ドラえもん展(H16.11/26～H17.1/23）      ３７,８０８人（平均８０４人） 
⑶ モネと印象派展(H15.10/24～12/14）      ３５,０７３人（平均７４６人） 
⑷ ルネサンス展(H14.4/21～6/23)         ２９,１６１人（平均５１２人） 

 

 

 

 

 

 

 

報告第 ８ 号  

担 当 美術館 

副館長 小口 一夫 

電 話 39-7400 

「学都松本へ」 

 一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



参考資料

(人)

月 来館者数 企画展 常設展 うち外国人

4 26,020 25,798 222 2,142

5 35,182 34,943 239 1,529

6 36,731 36,559 172 982

7 47,676 46,153 1,523 970

8 15,360 0 15,360 757

9 10,421 2,444 7,977 792

10 8,717 3,575 5,142 1,455

11 9,249 4,371 4,878 847

12 3,625 0 3,625 641

1 4,138 0 4,138 854

2 4,434 0 4,434 856

3 9,801 5,328 4,473 866

計 211,354 159,171 52,183 12,691

会期日数 (日) 観覧者数 (人) 1日あたり (人)

315 211,354 671

12,691 40

188 159,171 847

313 52,183 167

100 143,453 1,435

62 10,390 168

26 5,328 205

211 58,829 279

194 42,663 220

315 58,076 184

項　　目

来館者全体

うち、外国人

田村・上條

企画展チケット

常設展チケット

草間彌生展（H30）

太田南海展

老いるほど展（H30）

常設A

常設B・C
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美 術 館 

 

 

平成３０年度の収蔵作品について 

 

１ 趣旨 

平成３０年度に収蔵した作品について報告するものです。 

 

２ 作品概要 

⑴ 購入作品 ３作品５２点（１作家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

〈作 家〉 〈作 品〉 〈制作年・技法・寸法〉 

草間 彌生 

(1929年～) 
愛はとこしえシリーズ 

2004-07 年 シルクスクリーン・キャンバス 

50 点 各 130.3×162.0 cm        

〈作家備考〉 

草間彌生は松本市出身の前衛芸術家で、当館として力を入れて顕彰している作家である。 

平成 28年度、文化勲章受章 

  

〈作品備考〉 

黒色のマーカーペンでキャンバスに描いたものを原画としたシルクスクリーン作品。現在、

作家が取り組んでいる「わが永遠の魂」シリーズ（アクリル・キャンバス）への原点となった

作品群であり、2000年代を代表するシリーズ。登場する具体的なモチーフの片鱗が松本時代の

ドローイングにも見られ、草間芸術の起点が故郷・松本にあることを語るためにも重要である。 

報告第 ９ 号  

 

《花咲けるニューヨーク 〔OPRT〕》2005 年 

©YAYOI KUSAMA 

「愛はとこしえ」シリーズ展示風景 

（2012 年 松本市美術館） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

平成３０年度収蔵作品については、５月２１日（火）からオープンの拡大特別展示「草間彌

生―魂のおきどころ」で、市民にお披露目します。 

 

 

〈作 家〉 〈作 品〉 〈制作年・技法・寸法〉 

草間 彌生 

(1929年～) 

大いなる巨大な南瓜 
2017 年  ミクストメディア 

高さ 245.0 cm 直径 260.0 cm        

天国への梯子 
2012 年 ミクストメディア 

高さ 360.0 cm 直径 120.0 cm 

〈作品備考〉 

《大いなる巨大な南瓜》は、草間の代表的なモチーフである「かぼちゃ」の立体表現。草間

の内的イメージの集約された水玉と、緑に囲まれて感性を育んだ草間の外的記憶が結びついた

もの。屋外展示が可能な作品であり、《幻の華》と同様に松本での草間顕彰の象徴的な作品と

なりえる。 

《天国への梯子》は、光ファイバーの梯子が時間経過とともに色合いを変化させ、上下の鏡
による像の反復が、永遠に続く梯子を表現している。天国と地獄のように対局、または相反す
る世界に、草間芸術の重要なテーマ「生」「死」「無限」などが凝縮されている。 

担 当 美術館 

副館長 小口 一夫 

電 話 39－7400 

「学都松本へ」 

 一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

 

 《大いなる巨大な南瓜》 2017年 

（2018 年 松本市美術館） 
《天国への梯子》 2012 年 

 撮影：伊奈英次 



 

報告第 １０ 号 

平成３０年度子どもの権利相談室「こころの鈴」の実績について 

 

１ 趣旨 
  子どもの権利侵害に対して、速やかで効果的な救済及び回復を図るため、子どもの権
利に関する条例施行規則第１２条の規定に基づき設置している、子どもの権利相談室「こ
ころの鈴」の相談状況等について報告するものです。 

 

２ 経過 
  ２５． ４ 松本市子どもの権利に関する条例施行 

７ 子どもの権利相談室「こころの鈴」開設 
１２ 市内小・中学校及び高校へのこころの鈴通信の配布を開始 

２７． ４ 相談室に室長を配置、新たに土曜日の相談日を増設 

      相談室カードにより、市内小・中学校及び高校への訪問ＰＲを開始 
２８． ８ 市内児童館・児童センターでの出前学習会を開始 
２９． ４ 子どもの権利擁護委員(教育分野)を１名増員 
 

３ 相談室の概要 
⑴ 相談日   月曜日から木曜日及び土曜日 １３時から１８時まで 
        金曜日           １３時から２０時まで 
⑵ 相談方法  電話、メール、面談等（必要に応じ、出張相談も実施） 
⑶ 相談員体制 ア 子どもの権利擁護委員      ３名 

（弁護士、大学教授、元小中学校長） 
        イ 子どもの権利相談室 相談室長  １名 

         ウ 子どもの権利相談室 調査相談員 ３名 
 

４ 相談件数等 
⑴ 相談件数等                         （単位：件） 

 
相談件数 相談者数（単位：人） 相談方法 

新規 延 子 ど も 大人 不明 計 電話 メ ー ル 面談 計 

28年度 146 375 149 264 2 415 273 47 55 375 

29年度 135 395 156 294 6 456 284 26 85 395 

30年度 165 695 324 409 7 740 317 164 214 695 

 ※ 相談件数と相談者数の差は、１件の相談に複数で訪れることなどがあるためです。 

⑵ 相談内容                          （単位：件） 

 
い じ め 不 登 校 

教 職 員 

の 対 応 

学 校 の 

対  応 

心 身の 

悩  み 

交友 

関係 

家族 

関係 
子 育 て 虐待 そ の 他 計 

28年度 29 88 50 10 14 64 48 10 9 53 375 

29年度 15 37 118 11 49 62 34 15 3 51 395 

30年度 9 62 36 4 117 63 147 22 9 226 695 

 

教育委員会資料 
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こ ど も 部 



５ 普及・啓発活動 

 学校訪問 
児童館・児童センター

出前学習会 

こころの鈴通信

配布 

28年度 中学校 21校、特別支援学校 4校 1館 3回 

29年度 小学校 30校、高校 13校 3館 3回 

30年度 － 4館 4回 

 
 
６ 学校外のスポーツ・文化活動についてのアンケート調査について 

 ⑴ 調査期間  平成３０年１２月３日～１２月２１日 
 ⑵ 調査対象  市立及び組合立の小学４年生～中学３年生（１２，７１３人） 
 ⑶ 回収数   小学生：２８校 ４，７３３人（回収率 ７４．０％） 
         中学生：２０校 ４，５２３人（回収率 ７１．６％） 
 ⑷ 調査結果  現在集計作業中のため、後日報告予定 
 

７ 今後の進め方 
  引き続き、子どもの心に寄り添った相談対応に努めるとともに、市内小・中学校及び
高校、児童館・児童センター等への普及・啓発活動を行いながら、教育委員会と連携し
て子どもの権利擁護に取り組みます。 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を、そして子どもたちと笑顔に 

 

 

担当 こども育成課 

課長  青木 直美 

電話 ３４－３２９１ 



延べ 実数
H28 375 157
H29 395 135
H30 695 161(H30.4～H31.3)

●月別相談件数(延べ）

●月別相談件数（実数）

平成28年度・平成29年度・平成30年度　相談状況 (平成31年3月31日　現在)

●相談件数
年度

(H28.4～H29.3)
(H29.4～H30.3)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H28 19 22 40 26 21 54 34 40 25 33 37 24

H29 38 23 31 25 24 57 42 38 26 29 35 27

H30 25 75 54 77 69 82 70 51 51 49 42 50

0
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H28 12 13 21 13 11 22 12 18 7 14 7 7

H29 22 13 14 6 7 22 10 14 4 3 16 4

H30 17 27 15 4 13 18 12 6 14 17 6 12
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10

15
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25
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年度 小学生 中学生 高校生 大人 不明 計
H28 45 70 34 264 2 415
H29 57 44 55 294 6 456
H30 69 40 215 409 7 740

年度 電話 メール 面接 計
H28 273 47 55 375
H29 284 26 85 395
H30 317 164 214 695

●相談者数(延べ)

●相談方法(延べ)

11%

13%

9%

17%

10%

5%

8%

12%

29%

64%

64%

55%

0%

1%

1%

H28

H29

H30

小学生 中学生 高校生 大人 不明

73%

72%

46%

13%

7%

24%

15%

22%

31%

H28

H29

H30

電話 メール 面接
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年度 いじめ 不登校 心身の悩み 交友関係 教職員の対応 学校の対応 家族関係の悩み 子育て 虐待 その他 計
H28 29 88 14 64 50 10 48 10 9 53 375
H29 15 37 49 62 118 11 34 15 3 51 395
H30 9 62 117 63 36 4 147 22 9 226 695

年度 いじめ 不登校 心身の悩み 交友関係 教職員の対応 学校の対応 家族関係の悩み 子育て 虐待 その他 計
H28 8 21 9 36 18 4 21 5 5 30 157
H29 6 18 16 25 16 4 17 7 2 24 135
H30 7 17 23 29 16 1 19 11 3 35 161

●相談内容(延べ)

●相談内容(実数)

8%

4%

1%

23%

9%

9%

4%

12%

17%

17%

16%

9%

13%

30%

5%

3%

3%

1%

13%

9%

21%

3%

4%

3%

2%

1%

1%

14%

13%

33%

H28

H29

H30

いじめ 不登校 心身の悩み 交友関係

教職員の対応 学校の対応 家族関係の悩み 子育て

虐待 その他

5%

4%

4%

13%

13%

11%

6%

12%

14%

23%

19%

18%

11%

12%

10%

3%

3%

1%
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12%

3%

5%

7%

3%

1%
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18%

22%

H28

H29

H30

いじめ 不登校 心身の悩み 交友関係

教職員の対応 学校の対応 家族関係の悩み 子育て

虐待 その他
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生涯学習課・中央公民館 

周知事項 １ 

 

第２０回松本手まり時計まつりの開催について 

 

１ 趣旨 

地域文化創造や中心市街地の活性化に寄与するため、Ｍウイング前に設置さ

れた「松本手まり時計」をシンボルとした「第２０回松本手まり時計まつり」

を開催することについて周知するものです。 

 

２ 実施日時 

  令和元年（２０１９年）５月２５日（土）１０時～１６時 

               ２６日（日）１０時～１６時 

 

３ 会場 

  手まり時計周辺、Ｍウイング内、伊勢町通り 

 

４ テーマ 

「手まり時計がつなぐ絆で 未来に羽ばたく街づくり」 

 

５ 実施主体 

  第２０回松本手まり時計まつり実行委員会（実行委員長 粂井健至） 

  〈構成団体〉 

伊勢町商店街振興組合、松本市女性団体連絡協議会、第一地区福祉ひろば 

事業推進協議会、Ｍウイング管理組合、公民館活動発表実行委員会（ステ 

ージ部門・展示部門）、ゆめ実験室、公益施設関係（人権・男女共生課、

多文化共生プラザ、第一地区公民館、中央保健センター、松本ヘルス・ラ

ボ、生涯学習課・中央公民館） 

 

６ 内容 

 ⑴ 公民館活動発表会（公民館利用団体によるステージ発表及び作品展示） 

 ⑵ 野外ステージでの音楽ライブ 

 ⑶ 同時開催 

ア まちかど健康相談（中央保健センター） 

イ 女性センターまつり（松本市女性団体連絡協議会等） 



ウ 第一地区福祉ひろばまつり（第一地区福祉ひろば事業推進協議会） 

 

７ 周知方法 

 ⑴ 広報まつもと５月号に掲載 

⑵ ＭＧプレスに掲載依頼 

⑶ 関係団体へ周知  

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 栗田 正和 

電話 ３２－１１３２ 
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３ １ ． ４ ． ２５ 

美 術 館 

周知事項 ３ 

 

平成３１年度美術館年間スケジュールについて 

 

１ 趣 旨 

平成３１年度の美術館年間スケジュールについて周知するものです。 

 

２ 企画展について                     （会場：企画展示室） 

名    称 会    期 
観覧者目標 

(人) 

ユニマットコレクション 

フランス近代絵画と珠玉のラリック展 

 ― やすらぎの美を求めて ― 

４月２７日(土) 
～６月９日(日) 

１２,０００ 

不思議の国のアリス展 
７月１３日(土) 

～９月８日(日) 
２８，０００ 

長野県信濃美術館 

松本市美術館 

日本画名品展 

９月２１日(土) 
～１１月２４日(日) 

１０,０００ 

ラウル・デュフィ展 

絵画とファッション 

１月２５日(土) 
～３月２９日(日) 

１２,０００ 

 

３ 新収蔵作品展示について            （会場：常設展示室Ａ・Ｂ・Ｃ） 

名    称 会    期 

拡大特別展示 

「草間彌生－魂のおきどころ」 
５月２１日(火)～ 

 

４ コレクション展について              （会場：常設展示室Ｂ・Ｃ） 

区 分 関四郎五郎特集展示 

会 期 ２０１８年１２月２７日（木）～２０１９年５月６日(月・祝) 

 

５ 常設コレクション展示 

  「上條信山記念展示室」「田村一男記念展示室」「池上百竹亭コレクション展示」等

におけるコレクション展示についても、定期的に展示内容をリニューアルしてご覧い

ただきます。 

 
 

担 当 美術館 

副館長 小口 一夫 

電 話 39－7400 

「学都松本へ」 

 一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 
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３ １ ． ４ ． ２ ５ 

美 術 館 

周知事項 ２ 

 

ユニマットコレクション 

 フランス近代絵画と珠玉のラリック展 ― やすらぎの美を求めて ― 

の開催について 

 

１ 趣旨 

フランス近代絵画とガラス工芸を紹介する特別展の開催について周知するものです。 

 

２ 開催の趣旨 

バルビゾン派のコロー、ミレー、ドービニー、印象派のドガ、ルノワール、エコー

ル・ド・パリの革新を求めたユトリロ、モディリアーニ、藤田嗣治らの名品によりフ

ランス近代美術の流れを概観すると共に、ルネ・ラリックのガラス作品を展示し、西

洋美術の魅力を紹介します。 

 

３ 主催等 

(1) 主  催    松本市美術館 

(2) 共  催  信濃毎日新聞社、ＭＧプレス 

(3) 後  援  市民タイムス 

(4) 企画協力  神戸新聞社 

 

４ 概要 

(1) 名  称  ユニマットコレクション 

        フランス近代絵画と珠玉のラリック展 ―やすらぎの美を求めて― 

(2) 会  期  平成３１年（２０１９年）４月２７日（土）から 

令和元年（２０１９年）６月９日（日）まで 

(3) 会  場  松本市美術館 企画展示室 

(4) 開館時間  ９時から１７時まで(入場は閉館の３０分前まで) 

(5) 展 示 品  絵画７３点、ガラス工芸２５点 計９８点 

(6) 休 館 日  月曜日(４月２９日と５月６日は開館)、５月７日（火） 

(7) 料   金  大人１，０００円、大学高校生・７０歳以上の松本市民６００円 

前売券は各２００円引き、２０名以上の団体当日券は１００円引き 

中学生以下・障害者手帳携帯者とその介助者 1名は無料 

 

５ オープニング式典・内覧会 

(1) 日  時  ４月２６日(金)  

        ・オープニング式典 １４時００分～１４時３０分 

        ・内覧会      １４時３０分～１６時００分 

(2) 会  場  松本市美術館 ２階 多目的ホール 

 

６ 周知について 

(1) 広報まつもと４月１日号に掲載 

(2) 公民館、教育施設等にチラシ・ポスターを配布 

(3) 市及び美術館ホームページ等への掲載 担 当 美術館   

副館長 小口 一夫 

電 話  39-7400 







教育委員会資料 

３１．４．２５ 

博 物 館 

周知事項 ４ 

平成３１年度「博物館パスポート」の配布について 

 

１ 趣旨 

市内の博物館施設の紹介と利用向上を目的に、民間類似施設の協力を得て、原則入館

無料となる「博物館パスポート」を配布することについて周知するものです。 

 

２ 博物館パスポートの対象施設（計２１館） 

  松本市立博物館・分館（計１５館）、松本城、松本市科学博物館（プラネタリウム）、

梓川アカデミア館、日本浮世絵博物館は無料。康花美術館、東洋計量史資料館は割引 

 

３ 博物館パスポートの種類 

⑴ 小・中学生親子パスポート（平成８年度から配布） 

  ア 児童・生徒１名と付添いの大人１名を対象 

  イ 市内小中学校全校計６８校に４月２４日から配布予定 

  ウ 有効期限 令和２年（２０２０年）５月３１日まで 

  エ 配布予定枚数 ２３，０００枚 

 

⑵ 転入者世帯パスポート（平成１１年度から配布） 

  ア 松本市転入世帯を対象 

  イ 市民課及び２０支所・出張所にて転入手続きの際に通年配布 

  ウ 有効期限 転入時から１年間有効 

 

⑶ 松本地域４大学・松本市内専門学校新入生パスポート（松本地域４大学は平成２５ 

年度から配布。松本市内専門学校は平成２８年６月から配布。） 

ア 信州大学、松本大学、松本短期大学、松本歯科大学と松本市内の専門学校１１校 

の平成３１年度新入生を対象 

イ 各大学の新入生オリエンテーション時等に配布 

ウ 有効期限 令和２年（２０２０年）３月３１日まで 

エ 配布予定枚数 ３，９００枚 

 

４ パスポート見本 

  別紙資料のとおり 

 

 

 

 

 

担当 博物館 

館長 木下 守 

電話 ３２－０１３３ 

「学都松本」 

 

学都松本へ 
松本は屋根のない博物館！松本の歩みと文化を知る。 
松本の今にふれ、未来を思う。 
――まるごと松本を知る旅のスタート地点です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


